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中小企業における副業認可とその影響*
東洋大学経済学部教授

川　上 　淳　之

本稿は、中小企業における副業認可の特徴、新型コロナウィルスが副業認可に与えた影響、副業
が本業のパフォーマンスに与える影響を、正社員を対象とする「正社員の副業に関する調査」と、
開業初期の中小企業を対象とする「2021年度新規開業実態調査」および「2021年度新規開業実態
調査（特別調査）」の個票データから明らかにする。

中小企業における副業の特徴として、従業員への副業認可を申請書の提出を伴う制度を置かずに
運用のみで対応していること、中小企業での勤務を本業とする場合の副業は、大企業と比較して生
計のための収入を目的とするものが多い一方で、その内容はパート・アルバイトの割合が高いこと
が示された。また、副業の認可は新型コロナウィルスの感染対策によって休業や雇用の削減を行っ
ている中小企業で増加しており、流行の終息後も認可は継続する傾向がみられた。コロナ流行前は非
正社員比率の高い企業で副業が認められてきたが、コロナ終息後は必ずしもその傾向はみられない。

副業を認めることの効果は、従業員が経験して得たスキルの活用、ビジネスアイデアの発見、ネッ
トワークの構築、顧客の獲得などで観察されるが、大企業と比較して中小企業ではそれらの効果
が得られる割合は小さかった。ただし、中小企業においても、副業の認可において申請書の提出や
上司・人事の把握がある場合には、副業の経験の効果は確認された。その背景には、本業企業が従
業員の副業に関する情報を得ることで、本業の仕事と結びつけられることが考えられる。

要　旨

＊ 本稿の執筆に用いた「正社員の副業に関する調査」は、JSPS科学研究費助成事業「複業と契約の労働経済分析（代表者：玄田有史、
JP16K02859）」の助成を受けたものである。日本政策金融公庫総合研究所による「2021年度新規開業実態調査」および「2021年度新
規開業実態調査（特別調査）」は、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センターSSJデータアーカイブから
個票データの提供を受けた。
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1　はじめに

本稿は、中小企業における副業認可の特徴、認
可への新型コロナウィルスの影響、従業員が副業
を持つことが企業に与える影響を、正社員を対象
に筆者が独自に実施した「正社員の副業に関する
調査」と、新規開業企業を対象とする日本政策金
融公庫総合研究所「新規開業実態調査」の個票デー
タを用いた実証分析から明らかにする。

ここで副業に注目するのは、近年、副業に対す
る関心が高まっている一方で、副業としての働き
方やその背景について研究の蓄積が不十分である
ことが挙げられる。副業への関心が高まるきっか
けに、2017年 3 月に政府の働き方改革実現会議
による「働き方改革実行計画」1（以下、「働き方
改革」）の決定がある。これは、同一労働・同一賃
金、労働生産性向上と賃金の引き上げ、長時間
労働の是正といった、これまでの働き方に関す
る制度・慣行の変更を求める施策で構成されてお
り、その項目の一つに、「柔軟な働き方がしやす
い環境整備」が含まれている。この項目には、テ
レワークの推進とともに、「副業・兼業の推進に
向けたガイドライン」の策定が示されている。
その推進理由として、「副業や兼業は、新たな技
術の開発、オープンイノベーションや起業の手
段、そして第 2 の人生の準備として有効である。
我が国の場合、テレワークの利用者、副業・兼業を
認めている企業は、いまだ極めて少なく、その普及
を図っていくことは重要である」と示されている。

この「働き方改革」を受けて、2018年以降、
厚生労働省ホームページにおいて「副業・兼業の

1 首相官邸ホームページより。https://www.kantei.go.jp/jp/headline/pdf/20170328/01.pdf
2 厚生労働省ホームページより。https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf
3 厚生労働省「モデル就業規則（令和 5 年 7 月）」より。副業については同時に、事前に会社に所定の届出を行うことや、副業を禁止・

制限できる場合についても示している。
4 日産自動車㈱は、2009年の 3 月より、賃金カットを伴う休業日を設けた工場で副業を容認している。また、㈱東芝や富士通㈱などの

電気機械製造業でも給与の削減と雇用維持を両立するために、副業が認められている。

促進に関するガイドライン」2が提示された。モ
デル就業規則において、これまで「許可なく他の
会社等の業務に従事しないこと」と書かれていた
記述が、「労働者は、勤務時間外において、他の
会社等の業務に従事することができる」3と改定
されている。また、労災保険、雇用保険、厚生年
金保険、健康保険における取り扱い等の副業に関
する法改正がされ、勤め先の労働時間管理、健康
管理についてもガイドラインで示されている。

政策としての副業推進に加え、2020年以降の
新型コロナウィルスの流行も、副業への関心を高
めたといえる。感染対策で休業や営業時間の短縮
が行われた飲食店・宿泊業などの業種において、
従業員を解雇せず所得を維持させるため、これま
で禁止されてきた副業を認可するといった対策が
とられた。鶴・川上・久米（2022）は、独自に実
施したWEB調査から、2018年に始められた副業は
スキルを獲得することを目的とする傾向がみら
れ、2020年、2021年開始の副業は、収入目的の割
合が高いことを示している。景気悪化による稼働
率の低下に対し、副業を認可するという対策が持
たれるのは、リーマンショックの影響があった
2009年の製造業でも観察された現象である4。

また、新型コロナウィルスの流行期に感染対策
として在宅勤務が進められたことも、副業を持つ
選択に影響を与えたと考えられる。副業を網羅的
に分析している川上（2021）は、テレワークが適
用される働き方で副業率（従業員に占める副業を
持つ割合と定義する）が高く、実際にテレワーク
を行っている従業員では、より副業率が高いこと
を明らかにしている。その背景には、通勤時間の
短縮による可処分時間の増加や、テレワークを利
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用する環境を用いて副業を行うことができる点が
挙げられるだろう。新型コロナウィルスの流行が
終息した後でも、岸田政権の主要政策として提示
されている「新しい資本主義」においては、「構造
的賃上げの実現」「分厚い中間層の形成」という枠
組みのなかで、多様な働き方を促進する政策とし
て選択的週休 3 日制度とともに、副業・兼業の促
進が挙げられている。また、厚生労働省ホームペー
ジでも、週休 3 日制度の活用方法として、「地方兼
業や副業の促進」が示されている5。

2017年以降の環境変化に対し、副業を認める
企業は増えている。東洋経済新報社が毎年上場企
業および上場企業と同等の非上場企業を対象に実
施しているアンケート調査である「CSR企業総覧」
の雇用・人材活用編では、2017年調査以降副業
の認可が調査項目に含まれている。この調査によ
ると、2017年には15.9％であった副業認可割合
が、最新調査である2023年には回答企業の半数

（2017年から毎年継続して回答している企業で
は57.7％）まで上昇している（図－ 1 ）。また、
総務省「家計調査」を用いて集計される二人以上
勤労世帯の世帯主における副業率の推移において
も、2017年において0.9％であった副業率が、お
よそ 2 倍に上昇し、2020年以降は 2 ％台で推移を
していることが示される6。

副業に対する需要が労使双方で高まっている
が、副業を持つ者が増えることによる経済への影
響はまだ十分に明らかになっていない。特に、企
業規模間の違いについては、新型コロナウィルス
の影響を大きく受けたと考えられる飲食店・宿泊
業や娯楽業などの業種では中小企業の割合が高
く7、副業を持つ割合も上昇していることが考えら
れるが、その状況は十分に把握されていない。副

5 厚生労働省「多様な働き方の実現応援サイト」より。https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/tayou/holiday3.html
6 「家計調査」の副業率は、二人以上勤労世帯の世帯主を対象とした副業の割合をまとめたものである。そのため、より広範な対象範囲

で計算される副業率よりは低い値をとる。
7 中小企業庁編『2023年版中小企業白書』付属統計資料を参照。
8 理論モデルはPerlman（1966）、日本における実証研究は川上（2017）を参照。

業そのものについても、本業の企業規模間比較を
行った分析はみられない。

ただ、これまで蓄積されている副業の研究から
は、本業における低い賃金が副業を持つ要因とな
ることは指摘されており8、大企業と比較して賃
金水準が低い中小企業において、従業員の副業率が
高まることが想定される。そのため、副業へのニー
ズが高まりつつある環境下で中小企業における副
業の実態を明らかにする必要があるといえる。

現在把握することができる資料においても、中
小企業で働く者の副業率が高いことは確認でき
る。日本における副業の状況を把握できる主要な政
府統計である総務省「就業構造基本調査」では、
2022年実施分より副業に関する集計表が拡充さ
れ、新たに企業規模別の副業率が集計できるように
なった。その集計結果からは、小規模企業、中規模
企業、大企業の順番で、従業員の副業率が高いこ
とがわかる（図－ 2 ）。一方、川上（2021）は総務省

図－ 1　副業認可割合・世帯主副業率の推移

資料： 東洋経済新報社「CSR企業総覧（雇用・人材活用編）」（副業認
可割合）、総務省「家計調査」（世帯主副業率）

（注） 世帯主副業率は就労をしている世帯主に占める、副業・事業を
持つ割合を用いて計算している。
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「就業構造基本調査」の1992、1997、2002、2007年
の匿名データ9を用いて、有業者の属性が副業希望
率10、副業率に与える要因を分析しているが、その
結果からは、賃金率、労働時間、不労所得や年齢・
性別などの個人属性を除いても、従業者規模50人
未満の小規模企業で副業を持つ割合および、副業
を希望する割合が高いことが明らかになっている。

中小企業において副業を持つ割合が高いこと
は、2007年以前のデータを用いた実証分析にお
いても、最新の統計である「令和 4 年就業構造基
本調査」からも示される。この点から、副業の問
題を扱ううえでは、本業の勤め先の規模として中
小企業に注目する必要性があるといえる。川上

（2021）は、副業を通じて得られる経験が本業に与
えるスキル効果やウェルビーイングは副業を持つ

9 匿名データとは「行政機関等が行う統計調査によって集められた調査票情報を、特定の個人又は法人その他の団体の識別（他の情報
との照合による識別を含む。）ができないように加工したもの」（miripoミクロデータ利用ポータルサイトより）である。統計法第36条
より学術研究目的で匿名データの提供を受け分析を行うことができる。

10 従業員のうち、副業を持っていないが副業を持つことを希望する人の割合として定義している。なお、「就業構造基本調査」において
は、追加就業希望者の割合を用いている。

動機によって異なることを実証しているが、本業
の規模間の違いが副業を持つ動機に与える影響は
わかっていない。

他方、副業の保有が認められる割合（ここでは、
副業認可率とする）についても、企業規模の比較
は行われていない。日本経済団体連合会が2022年
に実施した「副業・兼業に関するアンケート調査」
によれば、5,000人以上規模の企業において、副業
を認めている企業が66.7％であるのに対し、100人
未満規模では31.6％と 2 倍の差がみられる。ただ
し、このアンケート調査は、経団連の会員を対象に
実施されたものであり、集計結果にサンプル・セレ
クションバイアスが含まれることが考えられる。

本稿は、以上の問題意識に対して、中小企業に
おける副業の実態を明らかにすることを目的とす
る。分析の結果から、中小企業で働く正社員は、
大企業と比較して収入、特に生計を維持するため
の収入を目的に副業を持つ傾向が強いこと、ま
た、中小企業は副業を禁止している割合は小さい
ものの、副業認可申請を必要とする制度として導
入している割合も小さいことが示された。

また、中小企業は、大企業と比較して、副業を
通じて得られた経験が本業の役に立つ割合が小さ
かった。その解釈としては、そもそも中小企業で
働く従業員はスキルを獲得することよりも収入を
得ることを目的とする副業が多いことが挙げられ
る。また、副業認可制度（申請書の提出、上司・
人事の確認）を置いている場合に副業の経験が役
に立つ傾向が強いという実証結果から、従業員の
副業に関する情報を把握していない企業では、副
業を通じて得られた経験が本業に十分に活かされ
ていないと考えられる。

また、新型コロナウィルス流行以前において

図－ 2　従業員における副業率（本業の企業規模別）

資料：総務省「令和 4 年就業構造基本調査」
（注） 「就業構造基本調査」においては、従業者規模 1 人については

雇用者数の集計が示されないため、ここでは 2 ～ 4 人規模以上
を対象に集計をしている。
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は、中小企業のなかでも非正社員比率が高い企業
や、飲食店・宿泊業、情報通信業、医療・福祉な
どの業種で副業が認可されていたが、新型コロナ
ウィルス流行によるマイナスの影響（従業員の休
業・削減、経営者の預金取り崩しなど）も副業の
認可を促進する要因となった。他方、コロナ禍以
降、初めて副業を認可しようと考える企業は、非
正社員比率変数などの収入確保に関連する変数は
統計的有意な結果は得られず、コロナ流行期前と
は異なる傾向を示唆している。
次節では、筆者が正社員を対象に実施した「正

社員の副業に関する調査」を用いて、本業の企業
規模別に、従業員レベルの副業の環境の違いを明
らかにする。第 3 節は、日本政策金融公庫総合研
究所が毎年実施している「新規開業実態調査」の
2021年度調査の個票データから、新規開業企業の
なかで、新型コロナウィルスが副業認可に与えた
影響を明らかにするとともに、ポストコロナ期にお
ける副業へのニーズについても分析する。第 4 節
では、副業を持つことの従業員への効果を本業の
企業規模別に分析することで、中小企業における
副業認可を評価する。第 5 節では、分析の結果を
まとめ、本稿では扱っていない中小企業と副業の
残されたトピックについて検討する。

2　中小企業の従業員の持つ副業の特徴

本節は、筆者が独自に行った副業を持つ従業員
に対するアンケート「正社員の副業に関する調
査」を用いて、中小企業における副業認可の状況
と、副業を持つ従業員の特徴を明らかにする。ま
ず、従業員の回答ベースで、本業の勤め先で副業
が認められているか、認められている場合にどの
ような手続き制度になっているかを明らかにした

11 アンケート調査における正社員は、回答者が職場においてどのように認識しているかによって決まる。また、この「正社員」は副業
を持つ場合は本業企業の正社員であることを示す。また、この正社員には役員も含まれる。

12 アンケート調査モニターを副業としている者が回答していることを考慮して、副業の仕事の対象からアンケートモニターの仕事を除外している。

い。そして、保有される副業の目的に違いがある
か、副業の就業形態に違いがあるかについて、本
業の勤め先の規模別に分析する。

（ 1 ）副業認可制度の違い

「正社員の副業に関する調査」は、クロス・マー
ケティング社のモニター登録者の正社員11を対
象に2022年 9 月20日から22日にかけて実施し
たインターネット調査である12。副業保有者は
1,300人、副業希望者は650人、副業非希望者は
650人となるように調査対象を割り当てている。
アンケートは、副業の保有・希望の状況、本業と
副業の仕事の内容、仕事をする動機、コロナ禍の
影響、副業が本業の役に立っているかどうかなど
の設問を置いている。この調査は、副業に関連す
る事項を網羅的に集めている点で、様々な副業に
関する課題を分析できるが、調査対象が正社員で
あるため、いわゆる非正社員の副業保有の状況は
みられない点に留意する必要がある。また以下の
集計においてはスクリーニング調査から得られた
回答者の副業保有・希望・非希望の構成を用いて
ウェイトを作成して使用しているが、本調査の回
答者において、副業保有者が半数となるように割
り当てが行われている点も注意する必要がある。

回答者全体に対して、本業の勤め先において副
業が認められているかを従業員規模別（ 1 ～29人、
30～499人、500～999人、1,000人以上）にまとめた
ものが表－ 1 ⑴である。この集計からは、企業規
模が小さい方が副業を禁止していない（「不認可」
ではない）ことが示される。これは、前節でみた

「就業構造基本調査」の集計結果と整合的である
が、前掲の東洋経済新報社や日本経済団体連合会
の調査結果と比較して、未上場企業においてはま
だ副業を認可する割合が低いことが示唆される。
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他方、「不認可」と禁止とは異なるものである。
回答者において本業の勤め先で副業が認められて
いるか「わからない」とする回答の割合は、企業規
模が小さいほど高い。副業保有者のみを対象に再
集計した結果をみると、認可されたなかで副業を持
つ割合は1,000人以上規模で最も高く、中小規模で
低い。制度の有無がわからないなかで副業を持つ
割合は、規模が小さいほど高くなっている。この集
計結果は、中小企業において、制度を定めずに施
策の運用がされる傾向が強いことを示唆している。

また、副業が認可されている場合の手続き方法
についても企業規模間で差異がみられる。表－1 ⑵ 
は副業が認められていると回答した従業員に対し
て、副業を持つ場合に社内でどのような手続きを
得る必要があるかを企業規模別にまとめている。
届出制度が「あり」と回答する割合は、小規模企
業（ 1 ～29人規模）で8.4％だが、規模が大きくな
るにつれてその割合は高まり、1,000人以上規模企
業では45.5％に及ぶ。届出制度はなく、「上司・人
事に伝える」という回答は、規模が小さいほどそ
の割合が高く、中小企業における副業認可は、申
請書類を提出する制度ではなく、上司・人事への
連絡により運用されていると解釈できる。ただし、
小規模企業の半数は上司・人事への連絡もない「届
出なし」であり、「手続きがわからない」という回

答と合わせて 7 割以上に及ぶ（500～999人規模で
は47.0％、1,000人以上規模では44.5％）。小規模企
業においては、副業を持つかどうかは禁止されて
いないが、放任されている傾向が強いのである。

中小企業において制度を置かずに運用のみで対
応する点は副業に限らないことが、過去の研究でも
指摘されている。脇坂（2014）は企業規模別のワー
クライフバランスの制度と女性の就業継続につい
て検討を行っているが、ワークライフバランスの制
度を置いていない中小企業であっても、継続就業の
割合は大企業と比較して低くないことを指摘して
いる。しかし、育児休業については制度がないより
もある方が就業継続の割合が高いこと、中小企業に
おいても、勤務先の外からの両立支援情報のある方
が、就業が継続されていることも同時に示している。

雇用契約期間においても、中小企業では明確に
定められていない傾向が、玄田（2017）で指摘さ
れている。玄田（2017）はリクルートワークス研
究所「全国就業実態パネル調査」の個票データを
用いて、回答者の雇用の契約期間が「不明」であ
る割合が、中小企業で高いことを示し、同時に契
約期間が不明である者は、能力開発の機会に乏し
く、仕事に関する主観的満足度が低いことも示し
ている。

表－ 1 ⑴⑵の集計結果からは、脇坂（2014）

表－ 1　副業の状況（本業の企業規模別）

資料：「正社員の副業に関する調査」（以下図－ 5 まで同じ）
（注） 1   調査は2022年 9 月に正社員に対して実施したもの（以下図－ 5 まで同じ）。
　 　 2  回答時点における本業の勤め先の副業認可の状況。
　　  3   調査は副業保有者1,300人、副業希望者650人、副業非希望者650人に割り当てを行い調査しているが、この集計は、スクリーニング調査の回

答者数を用いて重みづけを行っている（以下図－ 5 まで同じ）。

⑴　認可状況
（単位：％）

全体 副業保有者

不認可 わからない 認可 不認可 わからない 認可

1 ～29人 27.7 38.5 33.8 7.9 18.5 73.6
30～499人 43.6 32.9 23.4 10.0 18.6 71.5
500～999人 41.7 23.8 34.5 12.0 11.9 76.1
1,000人以上 59.4 10.7 29.9 8.8 10.9 80.3
官公庁 56.2 28.3 15.5 15.2 27.0 57.8
合計 43.9 27.9 28.3 10.0 16.4 73.7

⑵　認可企業における届出制度の状況
（単位：％）

届出制度 
あり

届出制度なし 手続きが 
わからない上司・人事 

に伝える 届出なし

1 ～29人 8.4 19.1 50.7 21.8
30～499人 26.3 13.6 27.3 32.8
500～999人 38.3 14.7 18.2 28.8
1,000人以上 45.5 10.1 23.9 20.6
官公庁 21.9 2.1 20.9 55.1
合計 28.4 14.1 29.8 27.7
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や玄田（2017）におけるワークライフバランスに
関連する制度や雇用契約期間と同様に、中小企
業においては、相対的に副業を制度として認可せ
ず、運用もしくは放任的に副業が認められてい
ることが示される。

（ 2 ）副業を保有する目的の違い

経済学においては、副業は、そこから得られる
収入のために持たれるものであるということを前
提 に 研 究 が 蓄 積 さ れ て き た（Perlman, 1966; 
Shishko and Rostker, 1976; Conway and Kimmel, 
1998など）。他方、2017年以降推し進められた

「働き方改革」では、副業を促進することの目的
に、副業を通じて得られる知識や経験、ネットワー
クによるイノベーションや起業（Chesbrough, 
2003）を掲げている13。その点において、副業に期
待される政策効果は、副業を通じたネットワーク
や知識・スキルの形成であると考えられる。

これは、副業には、従来の経済学で考察されて
きた労働供給の前提である（消費のための）所得
を目的とするもののみでは説明できない、非金銭
的な目的が持たれ得ることを示している。副業の
非金銭的目的に関しては、Panos, Pouliakas, and 
Zangelidis（2014）による副業保有動機の分類で
は、副業そのものから得られる効用が挙げられて
いるほか、副業の経験そのものを楽しむために副
業を行う一例として、ウルグアイの副業ミュージ
シャンを扱ったCasacuberta and Gandelman（2012）
がある。川上（2017）は労働政策研究・研修機構
によるアンケート調査を用いて、非金銭的目的の
副業においては、Perlman（1966）をベースとする経
済理論が適用されないことを明らかにしている。

また、Panos, Pouliakas and Zangelidis（2014）

13 その背景には、Chesbrough（2003）によって提唱されるオープンイノベーション（open innovation）の概念がある。オープンイノ
ベーションとは、「組織内部のイノベーションを促進するために、意図的かつ積極的に内部と外部の技術やアイデアなどの資源の流出
入を活用し、その結果組織内で創出したイノベーションを組織外に展開する市場機会を増やすこと」（Chesbrough, 2003、訳文は新エ
ネルギー・産業技術総合開発機構「オープンイノベーション白書」を引用）。

は、副業を通じたスキル形成効果をイギリスのパ
ネル調査から実証している。副業を通じて得られ
る 本 業 の 賃 金 上 昇 効 果 は 日 本 に お い て も、
Kawakami（2019）、川上（2021）、何（2022）が
検証し、その効果が条件つきであるが観察される
ことを明らかにしている。Kawakami（2019）、
川上（2021）においては、本業が分析的職業であ
り、スキル獲得を目的とする場合に効果が観察さ
れることを実証している。何（2022）は、転職を
通じた賃金率の上昇を明らかにしている。

このように、副業は単なる副収入のみを目的と
しないことが示されるが、それが本業の属性に
よって異なるかどうかは、十分に研究が蓄積され
ていない。そこで、「正社員の副業に関する調査」
で尋ねている副業を持つ理由に関する回答から、
規模間の違いを明らかにする。

図－ 3 は、四つの企業規模グループ別にみた、
副業保有者における副業保有理由の回答割合であ
る。なお、複数回答であるため、回答割合の合計
は100％を超える。この図からは、「収入を得る
ため」に副業を持つ割合は高いことが示される。
ただし、本業の企業規模が大きくなるにつれて収
入のための副業割合は低下していることも同時に
確認できる。 1 ～29人規模においては、75.5％が
収入を目的にしているのに対して、1,000人以上
規模でその割合は60.6％である。この集計は、
中小企業の従業員が収入を目的に副業を持つ人が
多いことを示す一方、同時に、小規模企業におい
ても、 4 人に 1 人は収入以外のことを目的に副業
を持っていることも示している。
「収入を得るため」以外の理由においても、規模

間の違いは大きく表れている。まず、「新しい知識
や経験を得るため」「自分が活躍できる場を広げた
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いから」などのスキル獲得を目的に副業を持つ傾
向は、500～999人規模で強い。他方、1,000人以上
規模では、「趣味の延長として」や「様々な分野の
人とつながりができるから」という目的で副業が
持たれている傾向が強い。それに対して、小規模

である 1 ～29人規模に勤める場合は、非金銭的目
的としての副業が保有されていない傾向がみられ
る。特に副業そのものを楽しむ趣味の延長や、ネッ
トワーク形成、仕事で培った能力の活用として副
業を持つ傾向が小さい。非金銭的目的で副業を持

図－ 3　正社員副業保有者における副業を持つ理由（本業の企業規模別、複数回答）

（注）回答時点における副業保有者の副業保有理由を集計したもの。
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つ場合は、就労である副業においても余暇的な活
用がされていると考えられる。このことから、本
業の勤め先の規模間格差は副業の保有目的にも反
映されることが明らかである。

収入を目的とする副業においても、収入の必要
性に関する切迫度によって副業の必要性に差が生
じることが考えられる。その点を考慮して、調査
は収入を目的に副業を持つサンプルに対して、収
入目的の詳細理由も尋ねている。この集計のなか
で切迫度が高いと考えられる「自分の仕事だけで
は生活自体が営めないから」という回答は、中小
企業に勤めるサンプルで高く（ 1 ～29人規模で
55.9％、30～499人規模で52.1％）、大企業では低い
ことが示される（500～999人規模で38.2％、1,000人
以上規模で34.9％）（図－ 4 ）。一方で、生活に必
要な収入を確保したうえで追加的に求められる、
小遣いを目的とする副業は、本業の勤務先が大企
業である方がその割合は高い。収入目的には、生
計を得る目的と、補助的な追加収入を得る目的が
あり、企業規模間で、その割合に差がみられる。

（ 3 ）副業の就業形態の違い

ここまで分析に用いた「正社員の副業に関する
調査」は、本業の就業形態が正社員である者を対
象に実施した調査であるが、副業の企業属性につ
いてはその制限を設けておらず、正社員以外の
様々な就業形態の副業が含まれている。図－ 5
は、企業規模別にみた副業の就業形態の構成比で
ある。この集計においても、企業規模間格差が副
業の働き方の差異に影響することが示される。ま
ず、副業が正社員である割合は、 1 ～29人の小規
模企業で相対的に低い。同様の傾向は、従業員を
持たない自営業主においても確認される。これら
の傾向に対応して、副業がパート・アルバイトで
ある割合は本業の勤め先が中小企業である場合に
高く、大企業である場合に低い。

同じ正社員であっても、本業の企業規模間の差
異が副業の就業形態の選択において、いわゆる正
規・非正規の差異として生じることが、図－ 5 の
集計結果から明らかである。図－ 3 でみたように、

図－ 4　収入を目的とする副業の詳細理由（本業の企業規模別、複数回答）

（注）図－ 3 で「収入を得るため」と回答した副業保有者の具体的な理由を集計したもの。
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中小企業で働く正社員は収入目的で副業を持っ
ている傾向があるが、その働き方としてはパート・
アルバイトの割合が高く、収入を得る目的として
は非効率となる可能性がある。

本節では、中小企業と大企業との間の副業に関
する環境の違いを、独自に行ったアンケート調査の
シンプルな集計結果から分析した。その結果をみ
ると、中小企業においては、副業の認可について制
度を明確に定めずに運用している。また、副業を認
めていたとしても、制度は設けておらず、従業員は
届出を出さずに副業を持つ傾向が強い。また、中小
企業での就業を本業とする副業保有者では収入を
得ることを目的とする傾向があり、スキルの獲得や
趣味を目的とするような、余暇手段としての副業
は、少ない。また、目的とする収入の具体的内容に
ついても、中小企業においては小遣いとしてではな
く、生計のためであるという側面が示される。しか

し、中小企業での就業を本業とする人の副業での
雇用形態は、パート・アルバイトの割合が高い。

これまで、副業の保有動機に多様性があること
は、川上（2021）で指摘されており、この保有動
機の差異は本業における賃金率や労働時間などの
待遇の違いとして説明できていたが、本節の分析
からは、これが企業規模間の格差としても説明で
きることが示される。

3　コロナ禍・ポストコロナ禍における 
 中小企業の副業認可

ここまで、本業の企業規模間で副業にどのよう
な違いがあるのかを、正社員を対象にした「正社
員の副業に関する調査」を用いて分析した。その
結果からは、副業の認可状況について「わからな
い」と回答する割合は高いものの、大企業よりも
中小企業の方が副業を認めている割合が高いこと
が示された。調査が2022年 9 月に実施されたため、
その結果は新型コロナウィルスの流行の影響を受
けたものであり、コロナ流行前やコロナ終息後の
認可状況はわからない。本節は、この課題を踏ま
えて、中小企業に対して実施されたアンケート調
査である、日本政策金融公庫総合研究所「新規開
業実態調査」の2021年度の個票データを用いて、
新型コロナウィルスの流行期およびその前後にお
いて、どのような企業が副業を認可したか、もしく
は、認可しようとしているかを明らかにしたい。

（ 1 ）「2021年度新規開業実態調査」について

「2021年度新規開業実態調査」は、日本政策金融
公庫国民生活事業が融資を行った新規開業企業の
うち、融資時点で開業後 1 年以内の企業を対象と
している。さらに「2021年度新規開業実態調査（特
別調査）」は、開業後 5 年以内の企業が対象となる

（以下、二つの調査をまとめて「新規開業実態調
査」と呼ぶ）。この調査が本分析に適しているの

図－ 5　副業の就業形態（本業の企業規模別）
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は、新型コロナウィルスの影響およびその影響に
よる副業の認可有無について尋ねている点であ
る。特に、副業の認可については「開業時点」「コロ
ナ流行期」「コロナ終息後」14の三つの時点の状況
を尋ねている点は重要である。「開業時点」におい
てはコロナ流行前に副業が認められた要因、「コロ
ナ流行期」では新型コロナウィルスの流行期にお
ける副業認可の要因、「コロナ終息後」には流行の
影響を受けて、将来的に副業を認める（もしくは、
副業を認め続ける）要因を分析できるのである。

ただし、「新規開業実態調査」は日本政策金融
公庫国民生活事業による貸出があった中小企業が
対象であり、従業員規模が小さい。図－ 6 は分析
に用いるデータの従業員数のヒストグラムである
が、従業員数 0 人の雇用無し企業が34.0％、従
業員数 5 人以下企業が82.0％であり、小規模企
業が大半を占める。そのため、ここでみる分析
は、中小企業のみを対象とすることに注意する必
要がある。

（ 2 ）副業認可の傾向

新型コロナウィルスのマイナスの影響、開業時
の従業員数とスキルの充足度および企業の属性

（従業員数、非正社員比率、企業年齢、開業業
種）が副業の認可に与える影響を分析したい。副
業の認可有無は認可していれば 1 、認可していな
ければ 0 のダミー変数で示されるので、分析手法
はシンプルなプロビット・モデルを用いる。推定
モデルは以下の式で表せる。

P（Ystart
i ＝1）＝F（α+ΣδmXmi） 

P（Ycovid
i = 1）＝F（α+ΣβkCki＋Σγl S li＋ΣδmXmi） 

P（Ypost
i ＝1）＝F（α+ΣβkCki＋Σγl S li＋ΣδmXmi）

14 「コロナ流行期」は調査時点が新型コロナウィルスの流行期であることから、「現在」の認可状況を答えるものである。また、「コロナ
終息後」については現在の状況ではなく、将来の展望を答えている。

15 調査では13個目として「当てはまるものはない」があるが、説明変数同士で多重共線性が発生する可能性を考慮してモデルには加えていない。

被説明変数Ystarti 、Ycovidi 、Yposti は、それぞれ開業
時、コロナ流行期、コロナ終息後の副業認可の有
無である。Yposti については、調査時点で新型コロ
ナウィルスは終息していないため、終息後の展望
である点に留意する必要がある。説明変数Xmiは、
企業属性（従業員数、非正社員比率、企業年齢、
業種）を表す。Sliは開業時の従業員数充足度と従
業員スキル充足度を表し、Ckiは新型コロナウィル
スのマイナスの影響であり、本分析では「新規開
業実態調査」の設問にある12個の項目「販売価格
を引き上げた」「販売価格を引き下げた」「新しい
顧客を開拓した」「仕入先を見直した」「従業員に
休業してもらった」「従業員を削減した」「金融機
関から新たに借入を行った」「金融機関借入の支
払い条件を変更した」「経営者が現在の事業以外
で働くようになった」「家族が現在の事業以外で
働くようになった」「経営者や家族の預金を取り
崩した」「仕入れ代金支払いの猶予を受けた」を
用いる15。F（　）は累積分布関数である。

また、このモデルにおいては、新型コロナウィ
ルスの流行前の副業認可をみるため、開業年月が

図－ 6　現在の従業員数

資料： 日本政策金融公庫総合研究所「2021年度新規開業実態調査」
「2021年度新規開業実態調査（特別調査）」（以下表－ 3 まで同じ）

（注） 家族従業員、常勤役員、正社員、パート・アルバイト、派遣・
契約の社員の合計数を用いている。
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2020年 3 月以前の企業を対象に分析を行う。コ
ロナ流行期Ycovidi の分析においては、コロナ禍に
初めて副業を認可した企業を対象とするため
に、2020年 3 月以前の開業時点において副業を
認可していた企業は除いて分析する16。コロナ終息

16 2020年 4 月以降に開業をした当初から副業を認めていた企業は、コロナ禍の影響下で副業を認めていると判断して、分析対象に含める。

後の副業認可Yposti の分析対象はYcovidi と同様に流
行前に副業を認めていなかった企業を対象とし、
調査時点まで一度も副業を認めていなかった企業

（Ystarti ＝ 0 かつYcovidi ＝ 0）において、将来新たに
副業を認めようと考える企業の特性も分析する。

表－ 2　記述統計量
変数名 観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

副業認可有無（開業時点） 1,570 0.273 0.445 0.000 1.000 
副業認可有無（コロナ流行期） 1,572 0.305 0.460 0.000 1.000 
副業認可有無（コロナ終息後） 1,560 0.340 0.474 0.000 1.000 

従業者数 1,572 5.482 5.614 2.000 71.000 
企業年齢 1,572 1.141 0.518 0.000 4.000 

開業業種
建設業 1,572 0.086 0.280 0.000 1.000 
製造業 1,572 0.029 0.167 0.000 1.000 
情報通信業 1,572 0.025 0.158 0.000 1.000 
運輸業 1,572 0.016 0.125 0.000 1.000 
卸売業 1,572 0.045 0.206 0.000 1.000 
小売業 1,572 0.110 0.313 0.000 1.000 
飲食店・宿泊業 1,572 0.184 0.387 0.000 1.000 
医療・福祉 1,572 0.206 0.405 0.000 1.000 
教育・学習支援業 1,572 0.025 0.156 0.000 1.000 
サービス業 1,572 0.230 0.421 0.000 1.000 
不動産業 1,572 0.036 0.185 0.000 1.000 
その他 1,572 0.009 0.094 0.000 1.000 

コロナ禍の対策
販売価格を引き上げた 1,572 0.049 0.216 0.000 1.000 
販売価格を引き下げた 1,572 0.062 0.242 0.000 1.000 
新しい顧客を開拓した 1,572 0.163 0.369 0.000 1.000 
仕入先を見直した 1,572 0.064 0.245 0.000 1.000 
従業員に休業してもらった 1,572 0.115 0.319 0.000 1.000 
従業員を削減した 1,572 0.038 0.190 0.000 1.000 
金融機関から新たに借入を行った 1,572 0.146 0.354 0.000 1.000 
金融機関借入の支払い条件を変更した 1,572 0.015 0.123 0.000 1.000 
経営者が現在の事業以外で働くようになった 1,572 0.025 0.158 0.000 1.000 
家族が現在の事業以外で働くようになった 1,572 0.015 0.120 0.000 1.000 
経営者や家族の預金を取り崩した 1,572 0.167 0.373 0.000 1.000 
仕入れ代金支払いの猶予を受けた 1,572 0.011 0.106 0.000 1.000 
当てはまるものはない 1,572 0.477 0.500 0.000 1.000 

開業時の充足度
従業員数 1,572 2.049 1.055 1.000 4.000 
従業員スキル 1,572 2.190 1.050 1.000 4.000 

2020年 3月以前開業企業全体
副業認可有無（開業時点） 982 0.308 0.462 0.000 1.000 
副業認可有無（コロナ流行期） 981 0.335 0.472 0.000 1.000 
副業認可有無（コロナ終息後） 975 0.357 0.479 0.000 1.000 
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表－ 2 は、分析に用いるサンプルの記述統計量
である。Ycovidi の分析に用いるコロナ禍前には副業
を認めていなかった企業を集計対象としている
が、コロナ流行前の副業認可の状況をみるために、
2020年 3 月以前に開業したサンプル全体で副業認
可有無の集計も行っている。副業認可状況の推移
をみると、2020年 3 月以前に開業していた企業で
は、30.8％がすでに副業を認めていたが、コロナ
流行期である2021年には33.5％に上昇している。
コロナ終息後に副業認可を計画している企業は
35.7％となる。副業認可途中で終了するケースも
含まれるが、新規開業企業においても上場企業お
よび同等の企業と同じく（図－ 1 参照）、副業認可
割合は上昇傾向にあると考えられる。

企業年齢は 0 ～ 4 歳の範囲で分布しているが、
調査時点の2021年を 0 歳とすると、2017年以降
に開業している企業が調査対象であると見なすこ
とができる。これは、対象企業の多くが、「働き

方改革」が策定された後に開業していることを意
味している。コロナ禍の影響については、「当て
はまるものはない」ケースが47.7％であり、半
数近くの企業がいずれかのマイナス面の影響を受
けていることがわかる。コロナ禍のマイナス面の
影響のうち相対的に多いのが、「経営者や家族の預
金を取り崩した」（16.7％）、「金融機関から新たに
借入を行った」（14.6％）という資金上の課題で、
それに続く影響として「従業員に休業してもらっ
た」（11.5％）がある。他方、コロナ禍による負の
影響に対して、「新しい顧客を開拓した」のような
経営改善につながる対応も16.3％みられている。
充足度は「十分だった」が 1 、「どちらかといえば
十分だった」が 2 、「どちらかといえば不十分だっ
た」が 3 、「不十分だった」が 4 となるように数値
を振り分け、これを 1 ～ 4 の範囲でスコア化して
用いる。

図－ 7 は、2020年 3 月以前に開業していた企

図－ 7　2020年 3月以前に開業した企業における副業認可の推移

（注） 1  2020年 3 月以前に開業した企業かつ、三つの時期の副業認可有無を回答している企業を対象に集計を行っている。
　　  2  すべての期間の副業認可回答を集計対象の条件としている。
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291社（30.0％）
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324社（33.4％）
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295社（30.4％）
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969社
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コロナ流行期
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業17を対象に、副業認可の選択がどのように変化
したかをフローで示したものである。この集計で
は、コロナ流行前の時点で30.4％が副業を認めて
おり、すでに高い水準で副業が認可されているこ
とが示される。これらの企業のなかで、コロナ禍に
副業を禁止した企業はわずか1.4％（ 4 社/295社）
であった。それに対して、副業を認めていなかっ
た企業674社のうち、 4.9％の33社が新たに副業を
認めている。全体でみると、コロナ禍における副
業認可割合は 3 ％ポイント上昇している。

コロナ終息後の展望をみると、コロナ流行期以
上に、副業認可への転換が進むことが見込まれ
る。コロナ禍に副業を認めていなかった企業645社
の6.5％の42社が新たに副業を認めると回答し
ている。他方、副業認可企業は324社が306社に
減少し、認可の継続割合は94.4％であるが、コ
ロナ流行期に休業などの影響下にある企業が緊
急避難的に副業を認めていたと解釈されるなか
で、この継続割合は高いといえるだろう。

新型コロナウィルスの影響は、中小企業の副業
認可を促したといえるが、コロナの流行が終息し
た後も認可を継続する傾向とともに、新たに副業
を認める動きも確認される。では、どのような企
業が、コロナ流行前から、あるいはコロナ流行期
で副業を認可し、コロナ終息後に新たに副業認可
を計画しているのだろうか。

プロビット分析の推定結果は、表－ 3 にまとめ
ている。開業時点（コロナ流行前）の推定結果か
らは、企業規模（従業員数の最大値は70人）と
認可の関係は認められない一方で、非正社員比率
が高い場合や、一部の業種18では、副業を認めて
いた傾向が確認される。副業を持ったり副業が認
められたりする傾向が、非正社員で強いことを示

17 開業時点、コロナ流行期、コロナ終息後の三つの期間で副業の認可の有無を回答している企業に限定をしている。
18 リファレンス・グループは製造業である。
19 非正社員の副業認可は労働政策研究・研修機構「従業員の副業と就業規則等に関する実態調査（2004年）」、非正社員の副業率は川上

（2022）を参照。

す既存の研究や調査19と矛盾しない。それは、相
対的に非正社員比率が高い飲食店・宿泊業で認可
割合が高いことからも説明できる。業種の特徴と
して情報通信業、医療・福祉は業種および専門職
の特性として副業を持つ傾向が強い業種であり

（川上、2021）、その影響も推定結果から観察さ
れる。また、情報通信業については、コロナ流行
期に副業認可が広まっていない点からも、職業特
性が強いことが示される。

新型コロナウィルス流行時に副業を認めた企業
は若い企業で、従業員数が多く、非正社員比率が
高い傾向が示される。また、飲食店・宿泊業、医
療・福祉、サービス業、教育・学習支援業、不動
産業など、顧客との対面を業務の一部とし、新型
コロナウィルスの感染対策による制約を受けやす
い業種で、認可割合が高まっていることが示され
る。また、新型コロナウィルスの直接の影響にお
いては、これまで指摘されていたような従業員の
休業・削減が副業認可を促す影響を与えているこ
とが実証される。また、経営者が家族の預金を取
り崩し、経営の資金に充てるような経営環境の悪
化も、賃金支払いの困難性を伴い副業認可に影響
したと考えられる。他方、新型コロナウィルスの
影響により、経営者自身が副業を始めていること
が副業認可に結びついている点も注目される。小
規模企業においては、コロナの感染対策のための
稼働率の低下によって、経営者自身も所得を維持
するために副業する必要が生じている。

コロナ流行期に副業を認めていた企業を含む
サンプルで、コロナ流行後の副業認可の展望を分
析すると、多くの変数で有意な結果が得られるも
のが重複していることから、コロナの影響により
副業認可が継続していることが示唆される。ただ
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表－ 3　副業認可有無の要因分析（プロビット分析）

（注） 1  掲載されている数値は、上段は限界効果、下段は漸近t値である（表－ 4 も同じ）。
　　  2  リファレンス・グループは、業種は製造業である。
　　  3  *、**、***はそれぞれ限界効果が有意水準10％、 5 ％、 1 ％で統計的に有意であることを示す（表－ 4 も同じ）。

副業認可 
（開業時点）

副業認可 
（コロナ流行期） 
コロナ前不認可

副業認可 
（コロナ終息後） 
コロナ前不認可

副業認可 
（コロナ終息後） 

流行期・流行前不認可
限界効果/漸近t値 限界効果/漸近t値 限界効果/漸近t値 限界効果/漸近t値

企業年齢 0.031
1.21

-0.140***
-4.99

-0.151***
-5.26

-0.005
-0.43

従業者数対数値 0.010
0.42

0.046***
3.55

0.024*
1.74

-0.002
-0.21

非正社員比率 0.253***
4.69

0.199***
7.15

0.208***
6.95

-0.003
-0.17

開業業種

建設業 0.058
0.48

0.009
0.16

-0.096
-1.38

-0.007
-0.21

情報通信業 0.484***
3.67

0.079
0.99

0.026
0.28

0.017
0.33

運輸業 0.238*
1.72

0.030
0.30

-0.074
-0.71

-0.056**
-2.05

卸売業 0.056
0.42

0.007
0.09

-0.060
-0.76

-0.010
-0.31

小売業 0.154
1.27

0.083
1.49

0.059
0.87

0.082**
2.09

飲食店・宿泊業 0.286**
2.38

0.245***
4.36

0.168**
2.50

0.053
1.40

医療・福祉 0.232**
2.03

0.198***
3.69

0.125*
1.92

-0.002
-0.08

教育・学習支援業 0.053
0.37

0.204**
2.28

0.102
1.04

-0.056**
-2.05

サービス業 0.118
1.06

0.105**
2.02

0.019
0.30

-0.012
-0.42

不動産業 -0.164
-1.43

0.200**
2.48

0.116
1.32

0.009
0.18

その他 -0.246**
-2.36

0.174
1.19

0.063
0.42

-0.056**
-2.05

コロナ禍の対策

販売価格を引き上げた 0.024
0.52

0.079
1.61

0.049*
1.80

販売価格を引き下げた 0.056
1.32

0.097**
2.10

0.036
1.42

新しい顧客を開拓した 0.076***
2.75

0.073**
2.49

0.013
0.67

仕入先を見直した -0.022
-0.47

0.033
0.70

0.026
1.11

従業員に休業してもらった 0.122***
3.80

0.116***
3.41

0.032
1.42

従業員を削減した 0.132**
2.41

0.127**
2.17

0.033
0.95

金融機関から新たに借入を行った 0.012
0.39

0.016
0.46

0.005
0.23

金融機関借入の支払い条件を変更した -0.032
-0.37

0.097
1.16

0.076**
1.99

経営者が現在の事業以外で働くようになった 0.316***
4.60

0.316***
4.55

0.185***
3.33

家族が現在の事業以外で働くようになった 0.006
0.07

-0.101
-1.04

-0.531***
-7.12

経営者や家族の預金を取り崩した 0.084***
3.02

0.064**
2.19

0.002
0.11

仕入れ代金支払いの猶予を受けた -0.123
-1.40

-0.087
-0.88

0.030
0.52

開業時の充足度

従業員数 0.002
0.12

-0.005
-0.34

-0.011
-1.13

従業員スキル 0.009
0.70

-0.007
-0.53

-0.014
-1.50

サンプルサイズ 594 1,572 1,562 1,073
擬似決定係数 0.115 0.161 0.138 0.131
Chi2値 749.3 259 220.6 2,132.4
対数尤度 -355.5 -810.6 -862.6 -222.6
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し、業種間の差異をみると、飲食店・宿泊業と医
療・福祉以外の業種は将来的に副業認可が抑制さ
れることが示唆される。

他方、コロナ流行以前に一度も副業を認めてお
らず、新たに副業を認めようと考えている企業に
ついては、明確な効果を示す要素は観察されない
が、コロナ流行前に確認された変数である非正社
員比率の影響が確認されないことから、これまで
中小企業で認められてきた副業とは異なる方針で
認可が行われる可能性がある。

新型コロナウィルスの流行前には、もともと副
業が認められやすい非正社員比率の高い企業、副
業を保有する職業慣行の強い業種で副業が認めら
れる傾向がある。コロナ流行期においては、新型
コロナウィルスの流行が副業の認可を促すため、
この時期の副業認可は流行後も継続する傾向がみ
られる。コロナ流行後、新たに副業を認めること
を計画している企業は、コロナ流行前と異なる傾
向が観察される。

20 調査は他に「副業がストレスの解消につながり、本業の生産性が上がった」「副業を通じて、地域の人々との交流が広がった」かも尋
ねているが、本稿の分析の目的とは異なる項目であるため、分析には加えていない。

4　副業が本業のパフォーマンスを 
 高める効果

ここまで、中小企業や新規開業企業における副
業認可について、その特徴と要因を分析した。中
小企業は大企業と比較して副業に関する認可につ
いて明確な制度を置かず、従業員は制度の有無が
わからないまま副業を保有していること、副業が
認められていたとしても放任的であり届出なども
出さずに副業を持っている傾向が示された。また、
中小企業の副業は正社員であっても収入を得るこ
とを目的とする傾向が強く、企業単位の分析から
も非正社員比率の高い企業、新型コロナウィルス
の影響を受けている企業で副業が認可されている
ことも示された。

以上の分析からは、中小企業における副業は、
「働き方改革」で目的とされていたオープンイノ
ベーションに求められるような、副業を通じたス
キル向上やネットワーク形成自体を目的とする副
業とは異なっていることが示唆される。このよう
な規模間の差異がデータからも認められるかを、
第 2 節で用いた「正社員の副業に関する調査」か
ら明らかにしたい。
「正社員の副業に関する調査」では、副業の経

験が本業の役に立っていたかを、「副業で得たス
キルを本業で使うことができた」「副業の経験か
ら本業のビジネスのアイデアを得た」「副業で培っ
た人的ネットワークが本業で役立った」「副業で
得た顧客を本業で役立てた」などの複数の項目20

で尋ねている。図－ 8 は、これらの項目を順に
「スキル」「アイデア」「ネットワーク」「顧客の
獲得」とし、副業が本業の役に立っている割合
を、企業規模別にまとめたものである。

図－ 8 からは、起業規模に関わらず全体的に副

図－ 8　�副業が本業の役に立つ割合�
（本業の企業規模別）

資料：「正社員の副業に関する調査」（表－ 4 も同じ）
（注） 副業保有者を対象とした設問「副業を通じて役に立ったことは

ありますか」の回答である「副業で得たスキルを本業で使うこ
とができた」「副業の経験から本業のビジネスのアイデアを得
た」「副業で培った人的ネットワークが本業で役立った」「副業
で得た顧客を本業で役立てた」への選択をそれぞれ「スキル」「ア
イデア」「ネットワーク」「顧客の獲得」として選択された割合
をまとめている。



 
中小企業における副業認可とその影響

─ 43 ─

業を通じて得られる「スキル」が最も高く、それ
に「アイデア」「ネットワーク」「顧客の獲得」が
続いていることがわかる。本業の勤務先の規模の
違いをみると、大企業の方が副業を通じて得られ
た経験を本業に活かすことができており、特に、
副業を通じたアイデアの発見、ネットワークの形
成で規模間の差が大きい。その背景には、本稿の
図－ 3 でみたように、従業員が副業を持つ理由に
ついて、スキルを得る目的を挙げる人の割合が大
企業の方が高い傾向にあったことが挙げられるだ
ろう。副業を持つことの賃金率への効果を実証し
ている川上（2021）においても、スキル獲得を目
的に副業を持つことが、本業のパフォーマンスを
高める条件となっていることが示されている。一
方で、小規模企業であったとしても、 3 人に 1 人
以上は、副業を通じて得たスキルが本業に役に
立っている点も重要である。

他方、本稿の分析から、中小企業においては
大企業と比較して、副業の認可制度を置いてお
らず、運用によって対応している傾向が強いこ
とが示された。従業員が勤め先にわからないよ
うに副業を持っていた場合、副業から得た経験
や人的ネットワークは、個人レベルで、かつ、本
業企業にわからないように活用しなくてはなら
ない。この点を踏まえ、副業の認可制度が副業
経験の活用に与える影響を分析するため、被説
明変数に図－ 8 で用いた副業が本業に役に立っ
ていれば 1 、役に立っていなければ 0 を示す
ダミー変数をおき、説明変数に副業の認可状況
を用いるプロビット分析を行う。推定モデルは
以下の通りである。

P（Ei＝1）＝F（α＋ΣβnAni＋control variables i）

21 副業の経験と内省の有無が本業に役立つ影響については、川上（2024）で関係があることが指摘されている。

Eiは副業が本業の役に立っているかを示すダミー
変数で、「スキル」「アイデア」「ネットワーク」「顧
客の獲得」について個別に推定を行う。Aniは副業
に関する認可制度の状況を示し、リファレンス・
グループを「（制度の有無が）わからない」とし、

「不認可」「届出制度あり」「届出制度なし、上司・
人事に伝える」「届出制度なし、届出なし」「手続
きがわからない」との差異を分析する。コントロー
ル変数には、回答者の年齢対数値、性別、婚姻
状況、子供の人数、最終学歴、本業の勤続年数、
労働時間、賃金率の対数値、職業、業種、企業規
模を用いる。分析は、中小企業（ 1 ～499人）と大
企業（500人以上）に分けて行う。

プロビット分析の推定結果をまとめたものが
表－ 4 である。中小企業において、制度が曖昧で
ある状況と比較して、認可制度が定められており、
かつ届出の提出、もしくは上司・人事に副業を持
つことを伝えることが本業のパフォーマンスに強
く結びついていることが示される。従業員が副業
を持つことを放任している場合は、従業員の持つ
副業がどのようなものであるかを本業企業が把握
できず、本業の仕事に結びつけることが困難とな
る。スキルの獲得については、経験を通じて高ま
るスキルに関する経験学習の枠組みにおいて、上
司からの内省支援が業務向上に貢献することが実
証されている（中原、2021）21。副業を通じて得た経
験も、職場における上司とのコミュニケーション
を通じて学びとなっている可能性が示唆される。
他方、ビジネスのアイデアや人的ネットワークの
情報についても、副業を経験した本人のみが抱え
ただけでは、本業企業全体のパフォーマンスに結
びつかない可能性がある。経営学の枠組みで構築
される知識共有においても、社外のネットワーク
や経験が本業に活かされることが指摘されている

（向日、2010、2015）。従業員の情報管理にコスト
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がかかる大企業においても、副業で得られたネッ
トワークやビジネスアイデアの活用について、上
司・人事への情報共有が効果的であることが示さ
れている（表－ 4 ⑵）。

以上の分析から、中小企業は大企業と比較し
て、副業の経験が本業の役に立っている割合が小
さいことが示される。特に、副業で得たアイデア
の活用や人的ネットワークの利用でその差異が大
きかった。一方、中小企業においては、副業を認
める際に明確なルールを設けていない傾向が強
かったが、本業企業における従業員の副業の把握
は、副業経験を本業に活かすうえで重要な要素と

なる。中小企業においては、副業に関する情報を
上司・人事が把握することでスキル、アイデア、
ネットワーク、顧客の獲得の全てで統計的有意に
活用できる割合が高まっている。大企業において
も上司・人事による副業の把握がアイデアとネッ
トワークを活用する割合を高めている。

5　分析結果のまとめと 
 副業に関するその他の課題

本稿は、中小企業や新規開業企業における副業
認可とその影響を、筆者が独自に実施したアン

表－ 4　副業認可の状況が副業の本業への効果に与える影響（プロビット分析）

（注） 1   被説明変数は、副業保有者を対象とした設問「副業を通じて役に立ったことはありますか」の回答である「副業で得たスキルを本業で使う
ことができた」「副業の経験から本業のビジネスのアイデアを得た」「副業で培った人的ネットワークが本業で役立った」「副業で得た顧客を
本業で役立てた」への選択ダミー変数を、それぞれ「スキル」「アイデア」「ネットワーク」「顧客の獲得」として掲載している。

　　  2  説明変数の副業認可状況のリファレンス・グループは、「（制度の有無が）わからない」である。
　　  3   分析の対象は副業を保有しているサンプルであり、表に掲載されている副業認可にかかる変数の他に、回答者の年齢対数値、性別、婚姻状況、

子供の人数、最終学歴、本業の勤続年数、労働時間、賃金率の対数値、職業、業種、企業規模をコントロール変数として用いている。

⑴　中小企業（ 1 ～499人）
スキル アイデア ネットワーク 顧客の獲得

限界効果/漸近t値 限界効果/漸近t値 限界効果/漸近t値 限界効果/漸近t値

不認可 -0.076
-1.23

0.086*
1.67

0.046
0.91

0.069
1.53

届出制度あり 0.183***
2.80

0.188***
3.70

0.067
1.47

0.018
0.60

届出制度なし、上司・人事に伝える 0.153***
2.61

0.139***
3.21

0.121***
2.82

0.078**
2.36

届出制度なし、届出なし 0.071
1.45

0.045
1.32

0.032
0.93

0.033
1.31

手続きがわからない 0.036
0.52

0.047
0.98

0.036
0.78

-0.024
-0.88

サンプルサイズ 737 737 737 737
擬似決定係数 0.140 0.179 0.155 0.212
Chi 2 値 3,445.8 2,840.1 3,155.3 2,236.6
対数尤度 -416.7 -288.1 -268.3 -169.5

⑵　大企業（500人以上）
スキル アイデア ネットワーク 顧客の獲得

限界効果/漸近t値 限界効果/漸近t値 限界効果/漸近t値 限界効果/漸近t値

不認可 -0.163*
-1.69

-0.175**
-2.54

0.017
0.21

-0.062
-1.37

届出制度あり 0.039
0.47

0.092
1.25

0.105
1.55

0.098*
1.88

届出制度なし、上司・人事に伝える -0.014
-0.16

0.190**
2.34

0.240***
3.17

0.065
1.14

届出制度なし、届出なし 0.022
0.26

0.018
0.24

0.023
0.37

0.021
0.45

手続きがわからない -0.184*
-1.90

-0.017
-0.19

0.038
0.45

-0.098**
-2.54

サンプルサイズ 445 445 445 445
擬似決定係数 0.101 0.171 0.155 0.186
Chi 2 値 1,658.2 2,097.0 1,863.1 3,666.4
対数尤度 -274.9 -222.2 -213.2 -138.6
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ケート調査である「正社員の副業に関する調査」
と日本政策金融公庫総合研究所「2021年度新規開
業実態調査」「2021年度新規開業実態調査（特別
調査）」から分析を行った。中小企業で働く正社
員は、大企業と比較して収入、特に生計を維持す
るための収入を目的に副業を持つ傾向が強く、逆
にスキルや趣味を目的に副業を持つ傾向が弱かっ
た。また、中小企業は副業を禁止している割合は
小さいものの、副業認可を制度として導入するの
ではなく、放任的に従業員に自由に選択させてい
る割合が高かった。

また、中小企業は、大企業と比較して、副業を
通じて得られた経験が本業に役に立つ割合が小さ
かった。その解釈としては、そもそも中小企業で
働く従業員はスキルの獲得よりも収入を得ること
を目的とする副業が多いため、その経験の効果を
受けにくいことが挙げられる。それに加えて、追
加的な分析からは、従業員の副業の状況を把握す
ることができるような副業認可制度（申請書の提
出、上司・人事の確認）を置いている場合に副業
の経験が役に立つ傾向が強いことが確認された。
従業員の副業に関する情報を把握していない傾向
の強い中小企業は、副業を通じて得られた経験が
本業に十分に活かされないという解釈が得られる。

また、新型コロナウィルスの流行以前において
は、中小企業のなかでも非正社員比率が高い企業
や、飲食店・宿泊業、情報通信業、医療・福祉な
どの業種で副業が認可されている傾向が「新規開
業実態調査」を用いた分析から明らかになった。
また、新型コロナウィルス流行によるマイナスの
影響（従業員の休業・削減、経営者の預金取り崩
しなど）も副業の認可を促しており、コロナ禍に
おける本業企業の稼働率の低下に対し、雇用の維
持と従業員の所得確保を目的として副業を認可し
たと説明できる。しかし、コロナ禍以降、初めて
副業を認可しようと考える企業は、非正社員比率
などの収入確保に関連する変数は統計的有意な結

果は得られず、これまでとは異なった傾向を示唆
している。

本稿の分析からは、これまでの研究と同様に、
副業保有の実態は、本業の就業環境に大きく影響
を受けるということが示される結果が得られた。
本業における規模間格差が副業の内容にも影響し
ている。一方で、収入目的で副業が保有される傾
向が中小企業で観察され、それは副業の経験が本
業で活かされにくいことも示されるが、それは副
業を認める本業企業が、従業員の副業を正式に認
めて、その情報を把握することで解消されること
も明らかになった。副業が認められているかどう
かもわからない環境下で副業を持つより、本業の
勤め先も認識し、評価されている方が、心理的安
全性も保たれるし、その経験を本業に活かしやす
いといえるだろう。

本稿では、中小企業における副業の認可を中心
に分析を行った。これは、副業人材を送り出す側

（副業の労働供給側）を分析したと換言すること
ができるが、中小企業における副業の、それ以外
の論点も最後に二つ挙げたい。

少子高齢化が進み、雇用のミスマッチが存在す
るなかで、中小企業には人手不足の状況が続いて
いる。図－ 9 は厚生労働省「労働経済動向調査」

図－ 9　常用労働者の過不足状況（企業規模別）

資料：厚生労働省「労働経済動向調査」（2023年1-3月期）
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の2023年1-3月期の常用労働者の過不足状況を企
業規模別にまとめたものである。大企業と比較す
ると、中小企業で労働者の不足感が強いことがわ
かる。労働力不足の状況下における雇用の確保と
いう課題においては、副業人材を送り出すよりも、
むしろ受け入れること（副業の労働需要側）につ
いても論じる必要があるだろう。
「働き方改革」以降、副業を持つことが認可さ

れ副業を始めた人材は、すでに仕事の経験を積み
重ねており、いわゆる即戦力となる人材である割
合が高いと考えられる。また、長期的な雇用契約
を結ばず、プロジェクト単位での契約を行うな
ど、フレキシブルに活用できることも利点の一つ
であるといえるだろう。桑本・青木（2024）は都
市部の副業人材が地方企業で活用される事例の
様々なケースについて、マッチングのプロセスや
報酬、その効果まで詳細に紹介している。ここで
分析されているような、中小企業・地方企業の人
手不足に対する副業人材活用のためのプロセスや
パフォーマンスに与える影響を、質的分析に加え

て量的分析からも評価することが、今後の課題と
して残される。

また、中小企業は、その経営者自身が副業を行っ
ている、もしくは、副業として事業を経営してい
る可能性があることにも注意する必要がある。
総務省「就業構造基本調査」によれば、事業を起
こしたいと考える希望者について、転職で「事業
を起こしたい」と考える割合と、副業（追加就業）
で「事業を起こしたい」と考える割合は、2002年
まではおよそ同数であったが、2007年以降、副
業で「事業を起こしたい」という割合は増加を
続 け、2017年 以 降 は約66％で推移し て い る

（図－10）。副業として事業を経営する副業起業
家（Hybrid Entrepreneurs）について詳細なサー
ベイを行っている熊田（2022）によれば、副業起
業からは、スキルアップや自己充足感が得られる
ことがわかっている。また、村上（2017）は日本
政策金融公庫総合研究所「起業と起業意識に関す
る調査」から、副業起業家を経てフルタイム起業
家に移行することで、事業の失敗確率が低下する
ことを明らかにしている。その背景には、副業起
業期間に顧客を開拓し、事業について学び、場合
によっては撤退の判断を前もって行うなどの対応
をしていることが挙げられる。

本稿の分析においては、副業から得た経験が本
業の企業に活かされるかを分析の対象としたが、
中小企業に関連する以上の論点を踏まえれば、本
業の経験がいかに副業企業に活用されているか、
副業で得た経験が副業保有者の起業家としてのス
キルをいかに高めているかについても十分に明ら
かになっておらず、課題として残されるといえる
だろう。
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